
新型コロナウィルス感染症対策について 

 

 

 平素は当事業所の運営につきまして、格別のご理解とご協力をいただきまして厚く御礼

申し上げます。 

 当事業所では、皆様に安心安全に利用していただけるよう、感染経路を断つよう対策を

徹底し強化に努め、実施を進めております。 

 

(注意喚起) 

・マスクの着用を含む咳エチケットの徹底 

・手洗い、アルコール消毒等により、感染経路を断つ 

 

【スタッフの感染予防対策】 

－職員の検温記載報告及び体調確認後の出勤。発熱時は出勤停止。 

－出勤時の検温。 

※仮に発熱者が出た場合は、解熱後２４時間経過し、呼吸症状等（咳、のどの痛み、息が

荒い等）や強い倦怠感、嗅覚や味覚の障害が改善するまでは出勤停止。 

－全てのスタッフのマスクの着用。室内外問わず。 

－うがい・手洗いの徹底。 

－法人全体会議や職能団体等、人が集まる会議や研修の中止、参加制限。 

－全てのスタッフの健康診断の実施。 

－新型コロナウィルス対策の為、現在は厚生労働省等の資料に基づきその都度、対応・周

知を行っております。 

 

【デイサービス、送迎車両等の環境】 

－１時間に１度の換気。 

－毎日、事業所全体の消毒。手すりやトイレは使用ごとに消毒。 

－１回の送迎毎に車両の消毒。 

 

【ご利用者・ご家族等にご協力いただいていること】 

－ご利用者の体調確認。 

－送迎車両へ乗る前の検温の実施。３７度以上の発熱時は中止させていただいておりま

す。(本人の基礎体温に基づき判断します) 

※仮に発熱者が出た場合は、解熱後２４時間経過し、呼吸症状等（咳、のどの痛み、息が

荒い等）や強い倦怠感、嗅覚や味覚の障害が改善するまでは利用中止。 

－デイサービス到着時の検温の実施。体調に合わせ都度検温実施。発熱時はその都度、サ

ービスを終了しご自宅へ帰宅して頂きます。 

－マスク着用。ない方にはマスク配布。 

－うがい・手洗いの徹底、水分補給の実施。 



－手指消毒の徹底。（送迎時も同様に実施） 

－同居者・ご家族等、ご利用者と関わりの深い方にご利用者を含む同居者・ご家族等、ご

利用者と関わりの深い方に発熱、呼吸症状等（咳、のどの痛み、息が荒い等）や強い倦怠

感、嗅覚や味覚の障害等が見られる場合、または感染症が疑われる場合には、サービスを

中止させていただきます。 

－ご利用者の中で、同居者・ご家族等、ご利用者と関わりの深い方がいる場合、その方の

勤務先や就学先で感染者が発覚した場合、または感染症が疑われる場合には、同居者・ご

家族様等、ご利用者とのかかわりが深い方の感染の有無に関係なしに、一時サービスを中

止させていただきます。 

－同居する方や、生活する環境内(入居施設等)での感染が確認された場合や、濃厚接触者

に認定された場合は、本人の感染の有無は関係なく一時利用を中止させていただきます。

再開にあたりましても、生活圏の感染状況や行政の指示の元、中止期間を延期することも

あります。 

 

【来訪者にご協力いただいていること】 

※不要不急の来訪は現在、ご遠慮いただいております。 

※関係者以外の入場制限を行っております。 

 

【3蜜を回避するための対策と工夫】 

<密閉> 対策：室内換気の徹底 (常時、もしくわ、最低 1時間に 1回) 

<密集> 対策： 15分以上同じ場所、空間、対面する場面に留まらないようにすることの徹

底 (もともと、当事業所の空間は床面積としては収容人数 30名以上が指定規定ところ、

定員 15名と設定しておりますので、一人当たりの空間としては、かなり余裕があり、密集

を避けられると考えております。) 

<密接> 対策：利用者同士や職員との不要の接触を避ける、また、止むを得ず接触する場合

は、接触前後の消毒の徹底 

 

(現状報告) 

感染状況は現在通われている利用者、従業員の中からは、出ていません。 

一部利用者(入所施設内での蔓延が確認された環境下にある方)には利用中止の対策を取っ

ています。また、利用者・従業員の同居者が濃厚接触者に認定されている期間も、同様で

す。 

利用者、職員の間で、感染が確認されたら、直ちにご報告させて頂くとともに、営業を

一時休業させて頂きます。営業できている状況(期間)は、感染が確認されていないとのご

認識で間違いありません。 

 

感染経路を断つことの強化をより徹底するために、状況に合わせ感染対策を更新し、ご

報告させて頂きます。 

 

状況に応じて随時更新させていただきます。 


